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【資料１ 】

国土地理院の地理院地図を利用

米軍経ヶ岬通信所

米軍経ヶ岬通信所 第Ⅱ期工事計画図

※第二期工事終了



交通事故について
（令和３年６月～同年８月末）

物損事故 ４件
（うち、米軍が被害を受けた物損事故２件）

【資料２－１】
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○

○

米軍経ヶ岬通信所（KCS）

野生動物目撃情報位置図 (2021年6月～8月） Wildlife sighting information location map (June～August 2021)
2021/8/31 現在
As of 2021/8/31

◎

2021/7/28 21:30
峰山町丹波

（シカ）
Tanba Mineyamacho

（deer）

2021/7/29 16:00
丹後町筆石

（シカ）
Fudeishi Tangocho

（deer）

2021/8/4 15:50
丹後町筆石

（サル（２頭））
Fudeishi Tangocho

（two monkeys）

○
2021/8/13 8:00

丹後町平
（イノシシ（５頭））

Hei Tangocho
（five boars）

2021/8/27 8:00
丹後町平

（サル（１頭））
Hei Tangocho

（monkey）

2021/8/18 16:00
丹後町平

（サル（２頭））
Hei Tangocho

（two monkeys）

○

2021/8/18 8:00
丹後町竹野

（サル（９頭））
Takeno Tangocho
（nine monkeys）

【資料２－２】
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交通安全講習会

・ 平成２６年１０月 ２日 第１回交通安全講習会
・ 平成２７年 １月１６日 第２回交通安全講習会
・ ５月１３日 第３回交通安全講習会
・ ８月２７日 第４回交通安全講習会
・ １２月 ９日 第５回交通安全講習会
・ １２月１４日、１５日、２２日 交通安全講習会（講義）
・ 平成２８年 １月２７日 第６回交通安全講習会
・ ４月 ７日 第７回交通安全講習会
・ ７月２２日 第８回交通安全講習会
・ １０月２１日 第９回交通安全講習会
・ １２月１３日 第１０回交通安全講習会
・ 平成２９年 ４月１３日 第１１回交通安全講習会
・ ７月２４日 第１２回交通安全講習会
・ １２月 ５日、１３日 第１３回交通安全講習会
・ 平成３０年 ４月２３日 第１４回交通安全講習会
・ ７月２３日 交通安全講習会（講義）
・ １０月１２日 第１５回交通安全講習会
・ １２月１０日 交通安全講習会（講義）
・ 平成３１年 ３月１３日、１４日 交通安全講習会（講義等）
・ 令和 元年 ５月１５日 第１６回交通安全講習会
・ ８月２１日 交通安全講習会（講義）
・ ９月２４日 第１７回交通安全講習会
・ １２月１２日 第１８回交通安全講習会
・ 令和 ２年 ６月２９日 第１９回交通安全講習会
・ １１月２４日 第２０回交通安全講習会
・ 令和 ３年 ７月２９日 交通安全講習会（講義）

○ これまでの開催実績

４

【資料３－１】



【資料３－２】

交通安全講習会（講義）を開催

近畿中部防衛局は、令和３年７月、京丹後警察署に御協力いただき、米軍経ヶ岬通信所に勤務する米軍
関係者を対象とした講義形式の交通安全講習会を、経ヶ岬通信所内において開催しました。
今回の講習会では、新しく通信所に赴任した米軍人等を中心に、日本の四季に応じた運転上の注意点や

日本語標記の道路標識の読み方等に関する座学講義を行いました。また、道幅の狭い場所等を記載した交
通安全マップ等を参考配布し、注意喚起を実施しました。

▲ 日本の道路標識についての説明

▶ 講習会において配付した
交通安全マップ（抜粋）
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米軍経ヶ岬通信所

警備員詰所
旧 宇川中学校校舎

【資料４】交通誘導・巡回警備実施状況

○ 宇川小学校前での児童の交通誘導

○ 周辺地域の巡回

巡回ルート：
警備員詰所（旧宇川中学校）→通信所→網野町→峰山町→網野町→警備員詰所
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◆ 通信所内で発生する汚水については、航空自衛隊と同様、浄化槽で処理の上、海側に排出。
◆ 排出による海の環境への影響を確認するため、周辺海域の海水の水質調査と藻場分布状況の確認（排出開始前後の
比較）を実施中であり、令和２年６月に排出開始前の調査等を実施済。
・ 調査エリアを船上目視調査の上、各エリア代表的な海藻類繁茂箇所（水深１０ｍ以浅）について、スポット調査

を実施。同時に海水を採取。
・ スポット調査の実施地点の海藻類の繁茂状況を記録し、採取水の水質検査結果と合わせて報告書を作成。

◆ 排出開始後の調査等は、時期をおいて２回程度実施予定であり、令和３年７月に１回目の調査等を実施（結果分析
中）

水質調査及び藻場分布状況の確認 【資料５－１】

７国土地理院の地理院地図を利用



生活関連施設
（第Ⅱ期工事）

レーダー関連施設
（第Ⅰ期工事）

浄化槽
（第Ⅱ期工事）

布団籠

米軍経ヶ岬通信所（施設・区域）

（トイレ下水）

海

米軍経ヶ岬通信所における排水の仕組み

ビニールシート
＋ネット

【資料５－２】

（参考）排出先の整備状況写真

８



【資料６ －１】

令和３年度 防衛省補助事業等実施状況

【生活・産業関係】

●再編交付金事業（基金）・・・４件

●障害防止事業・・・１件

【交通環境整備関係】

●道路改修事業（補助金）・・・３件

●工事費（原因者負担金）・・・１件

袖志・尾和地区有害鳥獣
防除施設整備事業

【道路改修事業】

間人大宮線（大門橋右岸から撮影）

【再編交付金事業】

事 業 名 事業主体

京丹後市市民総合検診事業
成人用肺炎球菌予防接種事業
宇川診療所運営事業
袖志・尾和地区有害鳥獣防除施設整備事業

京丹後市

事 業 名 事業主体

尾和用水路改修事業 京丹後市

事 業 名 事業主体

浜丹後線（上野平バイパス、宮バイパス）
間人大宮線
網野岩滝線（外村バイパス）

京都府

事 業 名 事業主体

１７８号線（袖志工区、カマヤ工区） 京都府
９

●民生安定事業・・・１件

事 業 名 事業主体

消防施設（消防ポンプ自動車） 京丹後市



【資料６ －２】

補助事業等実績①

●再編交付金事業

親子ふれあい広場整備助成事業（袖志区） 間人漁港荷捌所等整備事業（基金）情報教育環境整備

再編関連特定
周辺市町村

京丹後市

交付期間 平成２５年度～同３０年度までの６年間

交付総額 約３２億１千万円（通知額）

主な実施事業
（Ｈ２５～Ｒ１）

Ｈ３１・Ｒ１以降は、再編交
付金により造成した基
金を活用し事業を実施

【防 災】 有線放送設備（袖志・尾和）、中浜消防車庫、京丹後市ハザードマップ作成 ほか
【教 育】 小・中学校情報教育環境整備、普通教室等空調化工事、地区集会施設 ほか
【医療福祉】 市民総合検診、宇川診療所運営事業、高齢者インフルエンザ予防接種 ほか
【公 園】 袖志区区民交流広場、親子ふれあい広場 ほか
【環境保全】 衛生センター処理システム整備、廃棄物処理施設整備 ほか
【交 通】 袖志漁港操業環境整備、尾和区内道路整備、久僧中浜線改良 ほか
【生活安全】 市内ＬＥＤ防犯灯・防犯カメラ設置、袖志漁港中央防波堤整備 ほか
【企業育成】 袖志共同作業所、有害鳥獣防除施設、間人漁港荷捌所整備 ほか

１０



補助事業等実績②

●障害防止事業

尾和用水路改修事業

補助金等総額（Ｈ２６’～Ｒ2’） 実 施 事 業 名 等

事 業 費 ： 約３億７千万円
国庫補助額 ： 約３億７千万円

尾和用水路改修事業（平成26年度から継続）

１１

施工前 施工後



宮津市

伊根町

京丹後市

補助事業等実績③

●民生安定事業（一般助成）

経ヶ岬分屯基地、経ヶ岬通信所 救難施設（ヘリポート）【旧宇川中学校】

救難施設（ヘリポート）【旧溝谷小学校】

補助金等総額（Ｈ２７’～Ｒ2’） 実 施 事 業 名 等

事 業 費 ： 約１億４千万円
国庫補助額 ： 約 ８千万円

高規格救急自動車（平成27年度）
除雪ドーザ（平成27年度）
消防ポンプ自動車（平成30年度）
救難施設（ヘリポート）【旧溝谷小】（平成28年度～同29年度）
救難施設（ヘリポート）【旧宇川中】（令和元年度）
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１７８号線外１（袖志工区）

１７８号線外１（カマヤ工区）

浜丹後線（上野平ＢＰ）

浜丹後線（宮ＢＰ）

間人大宮線

１７８号線外１（482号線：大山工区）

経ヶ岬分屯基地、経ヶ岬通信所

●道路改修事業（補助金）

補助金等総額（Ｈ２５’～Ｒ2’） 実 施 事 業 名 等

事 業 費 ： 約３７億８千万円
国庫補助額 ： 約２６億５千万円

浜丹後線（平成25年度から継続）
間人大宮線（平成25年度から継続）
網野岩滝線（令和元年度から継続）

●工事費（原因者負担金）

補助金等総額（Ｈ２７’～Ｒ2’） 実 施 事 業 名 等

事 業 費 ： 約１７億円
国庫負担額 ： 約１０億３千万円

１７８号線外１（平成27年度から継続）

網野岩滝線（外村バイパス）

補助事業等実績④

１３



◆ 令和元年５月、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律が改正され、防衛大臣が指定す
る防衛関係施設の上空及びその周囲おおむね300ｍの地域の上空における小型無人機等の飛行は原則禁止

◆ 令和３年８月６日、航空自衛隊経ヶ岬分屯基地が対象防衛関係施設に指定され、同年８月１６日以降、小型無人機等の飛行
を行おうとする場合には所定の手続が必要（なお、米軍経ヶ岬通信所は、令和２年８月に対象防衛関係施設に指定済）

【対象施設及びその周辺地域上空で小型無人機等の飛行を行おうとする場合の問い合わせ先】
・米軍施設の場合 ･･･ 近畿中部防衛局 Tel. 06-6945-4956 E-mail：drone-kc@kinchu.rdb.mod.go.jp
・自衛隊施設の場合 ･･･ 空自経ヶ岬分屯基地 Tel. 0772-76-0631

小型無人機等飛行禁止法に基づく対象防衛関係施設の指定について
【資料７ 】

航空自衛隊
経ヶ岬分屯基地
（レーダー地区）

※対象施設周辺地域の重複部分（下図参照）については、両方の対象防衛関係施設について通報等の手続が必要となります。

１４」


